
 

 
 

令和８年２月１３日 こども家庭庁 

こども家庭庁ホームページへ公表 

 

乳幼児の就寝中の窒息事故に注意！ 

－ うつぶせ寝は危険です － 

 
令和５年１２月に発生した世田谷区の認可外保育施設における乳児（４か月）のうつぶせ寝

による死亡事故について、昨日判決がでました。 

（令和８年２月12日東京地方裁判所判決。本日現在、未確定） 

このような睡眠中の窒息事故はご家庭でも起こり得ます。乳幼児の睡眠環境を整え、窒息

事故を防止しましょう。 

また、窒息事故とは異なりますが、乳幼児突然死症候群（SIDS）は、あおむけに寝かせた

ほうが発症率が低いことが研究でわかっています。医学上の理由でうつぶせ寝を勧められ

ている場合以外は、顔が見えるあおむけで寝かせましょう。 

こども家庭庁では、就寝時の窒息事故をはじめとするこどもの不慮の事故や乳幼児突然

死症候群を防ぐための広報啓発をおこなっています。 

 

（事故防止ハンドブック 窒息・誤飲事故） 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-

actions/handbook/content-1 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-actions/handbook/content-1
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-actions/handbook/content-1


 

（こどもの不慮の事故を防ぐための啓発資料等） 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/link-collection 

 

（赤ちゃんが安全に眠れるように～１歳未満の赤ちゃんを育てるみなさまへ～） 

https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kenkou/sids/ 

 

（赤ちゃんが突然亡くなる「SIDS」発症リスクをおさえるためにできることとは） 

https://cdr.cfa.go.jp/contents/2024/03/ 
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